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近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発

1



近年、雨の降り方が変化
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気候変動を踏まえた計画へ見直し
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河川整備基本方針 見直し内容

4

・ 気候変動を踏まえた「円山川水系河川整備基本方針」変更の概要（令和7年6月28日改定）

 長期的な河川整備の目標となる洪水（基本高水）のピーク流量を、基準地点立野において6,400m3/sから7,300m3/sに変更し、
基本高水の流量を河道と洪水調節施設等に配分。

 気候変動の影響による洪水外力増大に対し、既存施設の有効活用や新たな貯留・遊水機能の確保、河川環境・河川利用や
地域社会への影響等を総合的に勘案して検討し、河道配分流量を5,600m3/s、洪水調節流量を1,700m3/sとした。

 ため池の事前放流、田んぼダムの整備、雨水幹線・雨水貯留浸透施設の整備等、流域治水の取組の更なる推進を図る。



気候変動を考慮した場合の治水安全度
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〇 気候変動を考慮すると治水安全度が目減り

 現行の河川整備計画の目標流量は、平成16年台風23号と同規模の洪水として、立野地点で4,900m3/sとしており、
気候変動前の治水安全度は1/40である。

 気候変動により降雨量が１．１倍となった場合の立野地点での流量4,900m3/sを評価すると1/27となる。
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流域懇談会の今後の予定
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 円山川流域懇談会の目的は以下の事項について意見を述べること

となっている。

① 河川整備計画に基づく事業の進捗状況の点検結果に関して意見

を述べること

② 整備計画の変更が必要と考えられる場合に整備計画の変更

に関すること

 進捗点検に加えて、新たな整備計画策定（変更）に向けて、

来年度より整備計画審議を予定。

※円山川流域懇談会規約

（目的）

第２条 懇談会は、近畿地方整備局長（以下「整備局長」という）が設置し、次の事項について意見を述べるものとする。

１）河川管理者が実施する「円山川水系河川整備計画（国管理区間）」（以下「整備計画」という）に基づく事業の進捗状

況やそれらの点検の結果に関すること。

２）上記結果から整備計画の変更が必要と考えられる場合、整備計画の変更に関すること。




